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三
田
史
学
会
規
約

第
一
条
　
本
会
は
三
田
史
学
会
と
称
す
る
。

第
二
条
　
本
会
は
事
務
局
を
東
京
都
港
区
三
田
二
‐
一
五
‐
四
五
慶
應
義

塾
大
学
文
学
部
に
置
く
。

第
三
条
　
本
会
は
史
学
研
究
を
行
い
、
そ
の
学
問
的
発
展
に
寄
与
す
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
。

第
四
条
　
本
会
は
前
条
の
目
的
を
達
す
る
た
め
、
以
下
の
事
業
を
行
う
。

（
１
）　
大
会

（
２
）　
総
会

（
３
）　
例
会

（
４
）　
機
関
誌
『
史
学
』
の
発
行

（
５
）　
そ
の
他
の
必
要
と
認
め
ら
れ
た
事
業

第
五
条
　
本
会
の
会
員
は
以
下
の
者
と
す
る
。

（
１
）　
慶
應
義
塾
大
学
文
学
部
人
文
社
会
学
科
日
本
史
学
専
攻
、
東
洋

史
学
専
攻
、
西
洋
史
学
専
攻
、
民
族
学
考
古
学
専
攻
（
以
下
、

史
学
系
四
専
攻
と
略
称
す
る
）
所
属
の
専
任
教
員
及
び
本
会
の

趣
旨
に
賛
同
す
る
そ
の
他
の
専
攻
、
学
部
、
部
門
、
研
究
所
、

一
貫
教
育
校
所
属
の
慶
應
義
塾
専
任
教
員
（
以
上
を
塾
内
個
人

会
員
と
称
す
る
）。

（
２
）　
史
学
系
四
専
攻
所
属
の
学
部
生
及
び
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
文

学
研
究
科
史
学
専
攻
所
属
の
大
学
院
生
（
以
上
を
学
生
個
人
会

員
と
称
す
る
）。

（
３
）　
本
会
の
趣
旨
に
賛
同
し
、
本
会
が
入
会
を
認
め
、
か
つ
所
定
の

会
費
を
納
入
し
た
（
１
）（
２
）
以
外
の
者
（
以
上
を
一
般
個

人
会
員
と
称
す
る
）。

（
４
）　
退
職
後
も
本
会
の
会
員
で
あ
る
こ
と
を
希
望
す
る
塾
内
個
人
会

員
で
、
本
会
が
そ
の
妥
当
性
を
認
め
た
者
（
以
上
を
名
誉
個
人

会
員
と
称
す
る
）。

第
六
条
　
会
員
は
本
会
の
事
業
に
参
加
し
、
機
関
誌
の
配
布
を
受
け
、
機

関
誌
へ
の
投
稿
並
び
に
各
種
の
便
宜
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
七
条
　
塾
内
個
人
会
員
及
び
一
般
個
人
会
員
の
年
会
費
は
金
五
千
円
と

す
る
。
ま
た
学
生
個
人
会
員
は
金
二
千
五
百
円
と
す
る
。
名
誉

個
人
会
員
は
年
会
費
を
終
身
免
除
す
る
。

第
八
条
　
本
会
は
以
下
の
役
員
を
置
く
。

（
１
）　
会
長
　
一
名

（
２
）　
常
任
委
員
　
八
名
（
史
学
系
四
専
攻
か
ら
各
二
名
）

（
３
）　
史
学
会
委
員
　
二
十
名

（
４
）　
会
計
監
査
　
二
名

第
九
条
　
会
長
は
本
会
の
運
営
に
す
べ
て
の
責
任
を
負
う
。
原
則
と
し
て

史
学
系
四
専
攻
所
属
の
専
任
教
員
か
ら
選
出
し
、
任
期
は
二
年

と
す
る
。

第
十
条
　
常
任
委
員
は
本
会
の
運
営
（
庶
務
、
編
集
、
会
計
）
に
携
わ
る

と
と
も
に
、
会
長
の
招
集
に
よ
り
必
要
に
応
じ
て
開
か
れ
た
常

任
委
員
会
に
出
席
し
、
本
会
の
運
営
に
つ
い
て
審
議
す
る
。
原

則
と
し
て
史
学
系
四
専
攻
所
属
の
専
任
教
員
か
ら
選
出
し
、
任

期
は
二
年
と
す
る
。



史
　
　
　
学
　
第
九
四
巻
　
第
四
号

）

一
一
六
　（
二
二
四

第
十
一
条
　
史
学
会
委
員
は
会
長
の
招
集
の
も
と
年
一
回
総
会
の
前
に
開

か
れ
る
史
学
会
委
員
会
に
出
席
し
、
常
任
委
員
会
が
決
定
し
た

本
会
の
運
営
案
の
妥
当
性
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
委
員
は
会
長

及
び
常
任
委
員
を
除
く
会
員
の
中
か
ら
選
出
す
る
。
任
期
は
二

年
と
し
、
再
任
を
妨
げ
な
い
。

第
十
二
条
　
会
計
監
査
は
会
計
担
当
の
常
任
委
員
が
作
成
し
た
決
算
報
告

及
び
次
年
度
予
算
案
を
監
査
す
る
。
会
長
、
常
任
委
員
、
史
学

会
委
員
を
除
く
会
員
の
中
か
ら
選
出
す
る
。
任
期
は
二
年
と
し
、

再
任
を
妨
げ
な
い
。

第
十
三
条
　
総
会
は
本
会
の
最
高
議
決
機
関
で
あ
り
、
年
一
回
大
会
の
開

催
に
併
せ
て
こ
れ
を
行
う
。
総
会
で
は
前
年
度
の
事
業
報
告
及

び
会
計
決
算
報
告
、
当
該
年
度
の
事
業
方
針
、
予
算
案
承
認
、

新
役
員
の
承
認
、
そ
の
他
重
要
事
項
の
議
決
を
行
う
。
議
決
に

は
総
会
出
席
者
の
過
半
数
の
賛
成
を
必
要
と
す
る
。

第
十
四
条
　
機
関
誌
『
史
学
』
へ
の
投
稿
規
定
は
別
途
こ
れ
を
定
め
る
。

第
十
五
条
　
本
会
の
予
算
支
出
項
目
と
そ
の
運
営
に
関
す
る
会
計
規
定
に

つ
い
て
は
別
途
こ
れ
を
定
め
る
。

第
十
六
条
　
本
規
約
に
改
正
の
必
要
が
生
じ
た
場
合
は
、
常
任
委
員
会
が

発
議
し
、
史
学
会
委
員
会
の
承
認
を
経
て
、
総
会
で
審
議
し
た

う
え
で
そ
れ
を
決
定
す
る
。

投
稿
規
定

一
　
投
稿
は
原
則
と
し
て
会
員
に
限
る
。
募
集
原
稿
は
以
下
の
も
の
と
す

る
。

　
　
　
論
文
、
研
究
ノ
ー
ト
、
史
料
紹
介
、
学
界
動
向
、
批
評
と
紹
介

　
　
論
文
は
原
則
と
し
て
四
〇
〇
字
詰
原
稿
用
紙
七
〇
枚
相
当
程
度
、
論

文
以
外
は
四
〇
〇
字
詰
原
稿
用
紙
二
〇
枚
相
当
程
度
を
限
度
と
す
る
。

ま
た
、
図
版
は
本
誌
二
ペ
ー
ジ
分
を
限
度
と
す
る
が
、
こ
れ
を
超
え
る

場
合
は
編
集
委
員
会
が
そ
の
可
否
を
検
討
す
る
。

二
　
原
稿
は
、
打
ち
出
し
原
稿
二
部
と
電
子
デ
ー
タ
を
編
集
委
員
会
宛
に

送
付
す
る
こ
と
。
そ
の
際
、
英
文
タ
イ
ト
ル
及
び
執
筆
者
の
氏
名

（
ロ
ー
マ
字
表
記
を
含
む
）、
所
属
、
住
所
、
電
話
番
号
、
メ
ー
ル
ア
ド

レ
ス
を
添
付
す
る
こ
と
。

三
　
投
稿
原
稿
は
編
集
委
員
会
の
責
任
の
も
と
、
複
数
者
に
よ
る
査
読
を

行
い
、
協
議
の
上
採
否
を
決
定
す
る
。

四
　
抜
刷
は
五
〇
部
ま
で
無
料
進
呈
す
る
。
そ
れ
を
超
え
る
部
数
を
希
望

す
る
場
合
は
、
そ
の
費
用
は
自
己
負
担
と
す
る
。

五
　
本
誌
の
内
容
は
本
誌
発
行
の
一
年
後
に
電
子
化
公
開
さ
れ
る
。


